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はじめに 

船川港は、男鹿半島南部に位置し、男鹿地域の産業・経済を支える重要港湾です。 

古くから天然の良港として知られ、交易の拠点、船舶が避難する「風待ち港」として利用

されてきました。明治 43 年に第 2 種重要港湾に指定され、翌年から本格的な築港が開始さ

れました。その後、大正 5 年に国鉄船川線（男鹿線）が開通したことにより本港の集積地と

しての機能及び需要が増加し、昭和 5 年に 5 千トン岸壁が完成して今日の輪郭が形成され、

本港は外国貿易港としての第一歩を踏み出しました。 

現在の船川港港湾計画は、平成 9 年 8 月の港湾計画改訂に基づいたものであり、取扱貨物

量の増大や船舶の大型化に対応した平沢地区に-13m 岸壁の計画をはじめ、金川地区には企業

立地に対応した工業用地の造成など、男鹿市を中心とする背後圏の流通拠点としての機能の

充実や地域観光の新たな核としての役割も期待されていました。 

しかし、港湾を取り巻く情勢はこの十数年間で大きく変化し、船舶の大型化、クルーズ需

要の増加、新型コロナウイルス感染症の拡大や 2050 年カーボンニュートラルの実現、デジ

タルトランスフォーメーション（DX）の進展など、港湾をめぐる社会経済情勢が大きく変化

しています。 

このような状況の中、令和 4 年 3 月に「船川港港湾ビジョン」が策定され、その後、港湾

計画を見直すために、船川港の概ね 20～30 年後の将来の姿やそれを実現するための施策の

方向性を示した「船川港長期構想」を策定しました。長期構想では、将来の船川港の目指す

姿を 3 つの分野から構成し、『地域の経済と暮らしを支え、カーボンニュートラルに貢献す

る天然の良港 船川港』の実現に取り組んでいきます。 

今後は、この長期構想を踏まえ、港湾計画の改訂に取組み、船川港の更なる発展を目指し

ていきます。 
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1 船川港を取り巻く情勢 

船川港の概要 

(1) 位置 

 船川港は、男鹿半島の南東部、男鹿市に位置しています。 

 

(2) 自然条件 

港内の地盤は軟岩であり、周囲は岩礁に囲まれて波浪が少ないです。 

また、真山が北西にあり、日本海特有の北西～西の季節風を遮蔽する

ため、冬期の北西の波浪の影響がほとんどありません。 

図1 船川港の位置 

(3) 沿革・歴史 

船川港は、古くから天然の良港として知られ、交易の拠点、船舶が避難する「風待ち港」と

して利用されてきました。 

 明治 43 年港湾調査会において土崎港（秋田港）とともに第 2 種重要港湾に指定され、同 44

年から本格的な築港が開始し、大正 5 年に国鉄船川線（男鹿線）が開通したことにより本港の

集積地としての機能及び需要が増加し、昭和 5 年に 5 千トン岸壁が完成して今日の輪郭が形成

され、本港は外国貿易港としての第一歩を踏み出しました。 

昭和 11 年には早山石油㈱船川製油所（ENEOS㈱）が設立され、また鉄道輸送の拡充などによ

り入港船舶も年々増加する中で、昭和 23 年に特定港に指定され、同 28 年に秋田県が港湾管理

者となりました。 

また、昭和 40 年の新産業都市指定により、秋田港と一体となってその中核的役割を果たす

べく、石油精製工業、木材加工業などを基幹とする工業団地の形成など、近代港湾として本格

的な整備が進められてきました。昭和 48 年、51 年の二度にわたる石油危機以来、こうした基

幹産業も長期低迷状態に陥りましたが状況を打開し、背後地域の活性化を促すための一環とし

て国家石油備蓄基地の立地を図りました。昭和 57 年 1 月に立地が決定し、平成元年 10 月に西

基地が完成して一部操業を開始しました。平成 7 年 6 月には東基地が完成し、タンク 16 基の

石油備蓄基地が完成しました。 

近年では、平成 24 年にポート・オブ・ザ・イヤー2011 に選定され、同年にみなとオアシス

船川が認定されました。平成 30 年には、道の駅おが・オガーレが開業するなど、賑わいを見

せています。 
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表1 船川港の沿革・歴史 

年 沿革 

明治 11 年 工部大学生概測を開始。 

明治 30 年 測量概算設計。 

明治 34 年 調査設計を終了。 

明治 40 年 元設計を変更し内務大臣に稟伺。 

明治 43 年 港湾調査会において重要港湾に指定。 

大正 2 年 県単事業で海面埋立船入場を築造。 

昭和 2 年 第 2種重要港湾に編入（内務省工事第 483 号）。 

昭和 5 年 5 千トン岸壁を完成。 

昭和 6 年 現在の施設の大要を完成。 

昭和 25～32 年 工場用地として海面 6,780 ㎡を埋立（失対事業）。 

昭和 26 年 港湾法の制定により重要港湾に指定。 

昭和 32 年 日本鉱業㈱でサブマリンパイプを設置（昭和 45 年廃止）。 

昭和 36 年 政府の新長期経済計画により新 5ヶ年計画を樹立し、整備の促進決定。 

昭和 38 年 港湾整備 5ヶ年計画の実施に伴い、7千トン岸壁 1バースを現在の 5千トン岸壁に続き着工。 

昭和 40 年 11 月 秋田湾地区新産業都市に指定。 

昭和 42 年 3 月 羽立地先及び金川地先海面埋立。 

 6 月 新産業都市指定に伴う木材コンビナート用地第一期工事として船川港の埋立開始。 

昭和 43 年 12 月 7 千トン岸壁完成。 

昭和 44 年 10 月 木材コンビナート用地第一期工事完成。 

 11 月 木材コンビナート用地第二期工事着工。 

昭和 45 年 9 月 木材コンビナート用地第二期工事完成。 

 12 月 日本鉱業㈱専用ドルフィン設置。 

昭和 47 年 3 月 金川水面貯木場完成。 

 12 月 -10 メートル岸壁・-3 メートル・-4 メートル物揚場建設工事着工。 

昭和 48 年 5 月 芦沢地区物揚場・船揚場建設工事着工。 

 7 月 金川防波堤完成（1,050m）。 

昭和 49 年 3 月 芦沢地区船揚場完成。 

昭和 50 年 8 月 -10 メートル岸壁・-3 メートル・-4 メートル物揚場完成。 

昭和 52 年 9 月 本港地区再開発に伴う埋立工事着工。 

昭和 54 年 3 月 生鼻先トンネル完成。 

 12 月 日本鉱業㈱が 48.4ha の海面埋立を完成（昭和 49 年着工）。 

昭和 55 年 1 月 女川地区埋立完成。 

 3 月 増川地区船揚場完成。 

昭和 56 年 10 月 羽立地区船揚場、-2 メートル物揚場完成。 

昭和 57 年 1 月 国家石油備蓄基地立地決定。 

昭和 58 年 4 月 本港地区船溜り着工（防波堤）。 

 8 月 国家石油備蓄基地約 71ha の埋立免許認可。着工。 

 10 月 本港地区埋立完成。 

昭和 59 年 10 月 増川地区船揚場完成。 

昭和 61 年 7 月 県道秋田男鹿線の供用開始に伴い臨港線（生鼻崎）の供用開始。 

昭和 62 年 1 月 国家石油備蓄基地東基地（第 1区域）54.3ha 完成。 

 5 月 外ヶ沢地区物揚場埋立完成。 

平成元年 3 月 国家石油備蓄基地東基地（第 2区域）16.9ha 完成。 

 11 月 西基地タンク 4基完成。第 1次オイルイン。 

平成 4 年 12 月 国家石油備蓄基地東基地一期工事タンク 6基完成。第 2次オイルイン。 

平成 5 年 5 月 第 3次オイルイン。 

 12 月 女川地区船揚場完成。 

平成 7 年 5 月 男鹿マリーナオープン。 

 7 月 第 4次オイルン（オイルイン完了）。 

平成 8 年 3 月 外ヶ沢 2号物揚場完成。 

平成 16 年 7 月 改正SOLAS条約（海上人命安全条約）により、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に

関する法律に基づく制限区域を設定。 

平成 20 年 3 月 臨海道路生鼻崎線 4車線供用開始。 

平成 23 年 11 月 船川港第一船入場防波堤（大正3年竣工）及び第二船入場防波堤（昭和5年竣工）が公益社団法

人土木学会の選奨土木遺産に認定。 

平成 24 年 1 月 社団法人日本港湾協会の機関誌「港湾」でポート・オブ・ザ・イヤー2011 に選定。 
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人口の動向 

日本の総人口は平成 20 年をピークに平成 23 年以降は減少し、人口減少時代を迎えています。

人口構成も変化し、今後は人口における 65 歳以上の割合（高齢化率）が高くなると推計されて

います。 

秋田県や男鹿市では、全国と比較して人口減少、高齢化率の上昇は顕著となっています。 

 

 

図2 人口の推移と将来推計（全国） 

資料：昭和 55 年～令和 2年国勢調査 

   国立社会保障・人口問題研究所、日本の将来推計人口（平成 29 年推計）、日本の地域別将来推計人口 

（平成 30（2018）年推計）より作成 

 

 

図3 人口の推移と将来推計（秋田県、男鹿市） 

 

資料：昭和 55 年～令和 2年国勢調査 

   国立社会保障・人口問題研究所、日本の将来推計人口（平成 29 年推計）、日本の地域別将来推計人口 

（平成 30（2018）年推計）より作成 
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経済・産業の動向 

(1) 経済の動向 

秋田県は全国と比較して第 2次産業の割合が低く、特に男鹿市は第 2次産業の割合は 16％と

なっています。 

秋田県の第 2 次産業総生産額は、増減を繰り返しながら増加傾向にあります。 

 

 

図4 経済活動別総生産の比較 

資料：令和２年度 県民経済計算、内閣府 

   令和２年度 秋田県市町村民経済計算、秋田県より作成 

 

 
図5 第 2 次産業総生産額の推移 

資料：平成 23 年度～令和２年度 県民経済計算、経済活動別県内総生産（実質）、内閣府より作成 
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(2) 製造業の動向 

秋田県及び男鹿市の製造品出荷額等は、東日本大震災や歴史的な円高の影響を背景に減少傾

向にありましたが、平成 25 年以降は回復し、増加傾向にあります。 

男鹿市の令和 3 年製造品出荷額の約 7 割は木材・木製品製造業が占めています。 

 

 

図6 製造品出荷額等の推移 

資料：（平成 24 年～平成 26 年、平成 29 年～2020 年）工業統計調査結果、経済産業省 

   経済センサス活動調査の製造業に関する調査結果（平成 28 年、令和 3年）、経済産業省 

   2022 年経済構造実態調査（製造業事業所調査）、経済産業省より作成 

 

 

図7 製造品出荷額等の割合 

資料： 2022 年経済構造実態調査（製造業事業所調査）、経済産業省より作成 
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港湾の動向 

(1) 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針 

令和5年3月、国土交通省港湾局が発表した「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航

路の開発に関する基本方針」は、国の港湾行政の指針として、また、港湾管理者が個別の港湾

計画を定める際の指針として、港湾法に基づき国土交通大臣が定めるものです。 

港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項の特に戦略的に取り組む事項において、船

川港に関連する項目は次のとおりです。 

 

 

 

 

図8 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針 

資料：港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針、国土交通省港湾局より抜粋 
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(2) 港湾法の一部を改正する法律 

令和 4 年 12 月、エネルギー・産業構造の円滑な転換に必要な港湾における脱炭素化の取組

みを官民連携により推進するための仕組みを整備するとともに、パンデミックや災害時におけ

る港湾機能の確実な維持や、民間活力を活用した港湾空間の形成を図るための措置等を講ずる

「港湾法の一部を改正する法律」が施行されました。 

 

図9 港湾法の一部を改正する法律の概要 

資料：港湾法の一部を改正する法律 概要版、国土交通省港湾局  
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(3) PORT2030 

平成30年7月、国土交通省は港湾の中長期政策「PORT 2030」を公表しました。「PORT 2030」

は、2030年頃の我が国の経済・産業・人々の暮らしを支えるために、港湾が果たすべき役割や

主要施策を掲げています。 

 
図10 PORT 2030 の概要（我が国の港湾を取り巻く情勢、中長期施策の構成） 

資料：港湾の中長期政策『PORT 2030』概要版、国土交通省港湾局  
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図11 PORT 2030 の概要（主な施策） 

資料：港湾の中長期政策『PORT 2030』概要版、国土交通省港湾局  
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(4) 東北港湾ビジョン 

令和 3 年 3 月、新東北港湾ビジョン検討委員会は、東北地方の港湾の 10 年から 15 年先の目

指すべき方向性を示す「東北港湾ビジョン」を策定しました。 

「東北港湾ビジョン」は、東北経済圏を牽引する物流・産業拠点の形成、地域の賑わい創出

や豊かな環境の形成、安全・安心な港湾の形成を目標にそれぞれの戦略が設定されています。 

 

 

図12 東北港湾ビジョンの概要 

資料：東北港湾ビジョンの概要、新東北港湾ビジョン検討委員会 
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(5) 船川港港湾ビジョン 

令和 4 年 3 月、男鹿市は港湾を核とした地域産業の活性化を図るため、男鹿市の将来にわた

る発展の長期計画として「船川港港湾ビジョン」を策定しました。 

「船川港港湾ビジョン」では、洋上風力発電事業推進の一翼を担う港湾機能の強化、船川港

を核とした地場産業の振興、船川港におけるカーボンニュートラルポートの形成、船川港の利

活用を通じた観光産業の活性化を目標に掲げています。 

 

 

図13 船川港港湾ビジョンの概要 

資料：船川港港湾ビジョンパンフレット、男鹿市 
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図14 男鹿市が目指す 20 年後の将来像 

資料：船川港港湾ビジョンパンフレット、男鹿市 
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(6) 秋田県の港湾 

県の管理する港湾は、重要港湾 3 港（秋田港、船川港、能代港）と地方港湾 2 港（本荘港、

戸賀港）の計 5 港あり、重要港湾 3 港の概要は次頁のとおりです。 

 

 

図15 県内港湾の位置及び取扱貨物量 
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図16 県内港湾の概要 
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産業戦略・洋上風力発電の動向 

(1) 新秋田元気創造プラン 

令和 4 年 3 月、秋田県では、人口減少問題の克服に向けた取組みをはじめ、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大やカーボンニュートラルへの対応など社会経済情勢の変化に対応する取組み

を盛り込んだ、2022年度からの新たな県政運営の指針となる「～大変革の時代～ 新秋田元気

創造プラン」を策定しました。新秋田元気創造プランは、県政運営の指針となる最上位計画で

あり、各分野の個別計画と一体となって効果的かつ効率的に取組みを展開していきます。 

 

図17 新秋田元気創造プランの構成 

資料：～大変革の時代～ 新秋田元気創造プラン、令和 4年 3月、秋田県  
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新秋田元気創造プランのうち、船川港に関連する主な項目は次のとおりです。 

 

 

 

図18 新秋田元気創造プラン（船川港関連項目） 

資料：～大変革の時代～ 新秋田元気創造プラン、令和 4年 3月、秋田県 より抜粋 
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(2) 第 2 期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版） 

県では、新エネルギー関連産業を新たなリーディング産業とするため、平成23年5月に「秋

田県新エネルギー産業戦略」を策定、平成 28 年 3 月には「第 2 期秋田県新エネルギー産業戦

略」を策定し、再生可能エネルギーの導入拡大及び関連産業の振興等に向けて取り組んできま

した。 

一方、国における 2050 年カーボンニュートラル宣言などの脱炭素を加速させる意欲的な方

針が数多く示されたことから、こうした情勢変化を踏まえ、新エネルギー関連産業の集積を県

の持続的発展に確実につなげること等を目的として、「第 2 期秋田県新エネルギー産業戦略

（改訂版）」を策定しました。 

第 2 期秋田県新エネルギー産業戦略では、浮体式を含めた水深 30m 以深の沖合展開により、

今後も継続的に港湾利用需要が見込まれます。 

 

図19 目指す姿の実現に向けた下期重点プロジェクトの設定 

資料：第 2期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）、令和 4年 3 月、秋田県 より作成  
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図20 地域への波及効果（イメージ） 

資料：第２期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）概要版、令和 4年 3月、秋田県 より作成 

 

  

資料：秋田県 HP 
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(3) 洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会 

洋上風力発電を取り巻く状況が変化するなかで、洋上風力発電の導入促進にあたっては、既

存ストックの有効活用を前提としつつ、関連産業集積状況や産業を支える港湾の観点を踏まえ、

新たに検討が必要な事項について議論する必要があります。 

このため、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」の下に設置された「2050 年 

カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会」を「洋上風力発電の導

入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会」と改称のうえ開催しています。 

主な検討項目として、洋上風力発電の導入促進に必要となる港湾機能の整理、浮体式洋上風

力発電設備に対応した施設の規模について整理し、全 3回の検討会が開催されます。 

 

図21 洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会の位置づけ 

 

表2 検討スケジュール 

 
資料：洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会（第１回）、 

    令和 5年 5 月 31 日、国土交通省 港湾局  
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(4) 洋上風力発電の動向 

秋田県は、海からの強い風が吹く沿岸部を中心に、風車の設置に適した平坦な地形が続いて

いることから、2000年代以降、陸上風力発電の導入が積極的に進められています。また、風が

強く、遠浅の海底地形が続く秋田県沖の海域は、洋上風力発電の導入に適しており、2022 年

12月に国内初の本格的な洋上風力発電所が稼働するなど、全国に先駆けた取組みを進めていま

す。 

洋上風力発電に係る促進区域は、全国 10 海域が指定され、このうち 4 海域は秋田県沖の海

域であり、全国最多となっています。 

洋上風力発電設備の設置及び維持管理においては、重厚長大な資機材を扱うことが可能な耐

荷重・広さを備えた埠頭が必要であり、高度な維持管理のほか、広域に展開し、参入時期の異

なる複数の発電事業者間の利用調整が必要になります。このため、令和 2 年 9 月に秋田港・能

代港が海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）に指定されました。 

 

図22 秋田県沖の洋上風力発電事業 
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着床式洋上風力発電や浮体式洋上風力発電の展開が検討される中、県内港湾の洋上風力発電

の取扱いの方向性を以下に示します。 

着床式洋上風力発電については、基地港である秋田港・能代港で、重量物である風車資機材

の搬入、保管、事前組立、SEP 船による積出の設置・組立を行います。船川港は基地港湾を支

援し、洋上風力発電の基礎部材の保管及び基礎洗掘防止等の石材の供給拠点とします。 

 

 
図23 基地港湾の整備 

 

浮体式洋上風力発電については、基地港湾及び船川港で

基礎製作、水域での基礎保管、アンカリング準備、事前組

立を行います。静穏性の高い船川港は、浮体基礎の水域保

管拠点とします。 

図24 洋上風車浮体模型 

O&M 機能（施設の運用管理と保守点検）については、基

地港湾で、大規模資機材の交換、修理や撤去後の風車資機

材の保管、解体の維持管理を行います。船川港は県中央に

位置していることから、事務所、資材の保管、CTV の係留

等の O&M の拠点形成とします。 

図25 作業員輸送船 
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(5) 秋田県脱炭素化推進計画 

秋田県内の重要港湾である秋田港、船川港、能代港について、国土交通省港湾局により示さ

れた「港湾脱炭素化推進計画」策定マニュアルを参照しつつ所要の検討を行います。3 港それ

ぞれの果たすべき役割を踏まえた上で、3 港が連携した港湾脱炭素化推進計画を令和 6 年度内

に策定する予定となっています。本計画はマニュアルの記載に基づき、対象範囲の情勢の変化、

脱炭素化に関する技術の進展等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。 

 

 

図26 港湾脱炭素化推進計画の概要 
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観光・レクリエーションの動向 

(1) 観光の動向 

① 秋田県のクルーズの動向 

秋田県へのクルーズ船の寄港は、令和元年に過去最多の寄港を記録し、大きな賑わいを見せ

ました。コロナ禍においては、令和 2 年～令和 3 年のクルーズ船の受入れがありませんでした

が、令和 4年 5 月に国内クルーズの受入れを再開しました。 

令和5年の寄港回数は、国内クルーズ・国際クルーズを合わせて、過去最多の28回となり、

来年以降も増加する見通しとなっています。 

 

図27 秋田県のクルーズの動向 

 

② 秋田県の観光動向 

秋田県の観光入込客数は、まつりやイベント時に際立った入込客数となっていましたが、近

年は新型コロナウイルス感染症による行動制限やイベントの中止に伴い大幅に減少しました。 

令和 4 年に行動制限が緩和され、秋田竿燈まつりや花火大会などのイベントが再開し、対前

年比 532.5％と大きく回復しました。 

 

 
図28 観光地点等入込客数の推移 

 

資料：令和 4 年秋田県観光統計、秋田県 
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図29 行祭事・イベント別観光地点等入込客数 

 

(2) レクリエーションの動向 

① 釣りの動向 

全国の釣り人口は減少傾向にあり、令和 3 年は 560 万人で総人口に占める割合の 5％となっ

ています。 

 

② 海洋性レクリエーションの動向 

マリンレジャー人口はやや減少傾向にあり、令和 3 年はダイビング 70 万人、サーフィン 40

万人でした。 

 

 

図30 レクリエーションの動向 

資料：2022 レジャー白書、（公）日本生産性本部 
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交通体系 

(1) 高速道路網 

県内の高速道路は、平成 9年「秋田南・昭和男鹿半島間（約 25.7km）」の開通から本格的に

ネットワークが形成され、現在では、残る 3 箇所のミッシングリンク区間の解消へ向けて事業

を進めています。また、国道７号「秋田南拡幅」など、高速道路を補完する幹線道路の整備に

ついても順次進めているところです。 

 

図31 県内の高速道路網図 
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(2) 船川港周辺の道路 

都市間をつなぐ道路については、秋田市と男鹿市を結ぶ国道 101 号が基幹道路となっていま

す。男鹿市内に高速道路は存在しておらず、船川港から最も近い IC までの所要時間は約 40 分

です。 

 

図32 船川港周辺の道路 
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2 船川港の現状 

産業・物流 

(1) 産業活動 

① 企業用地 

船川港背後は平地が極めて少なく、企業の立地可能な用地は小規模に点在しています。新た

な企業立地用地（工業用地、港湾関連用地）の造成計画は、着手に至っていません。 

港湾背後の利便性が高いエリアにまとまった土地が存在しないため、拡張性に乏しく、企業

立地が進みにくい状況にあります。今後期待される洋上風力発電の部材保管や部品製造拠点の

需要に対応可能な用地がありません。そのため、利用転換や新たな用地確保による産業支援が

必要です。 

 

図33 活用可能性のある用地状況 

資料：船川港港湾ビジョン、男鹿市 

 

 
図34 工業用地、港湾関連用地の状況（既定計画）  
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(2) 船川港取扱貨物量 

① 取扱貨物量の推移 

船川港の取扱貨物量は増減を繰り返しながら減少し、令和 4 年は 56 万トンでした。 

平成 9 年改訂時の需要推計（平成７年基準）では、平成 22 年に 154 万トンの貨物を見込ん

でいましたが、石油製品や原木、化学薬品等の皆減により、当時の需要推計と現況は大きく乖

離しています。 

現在の太宗貨物は原油であり、公共施設と専用施設で取り扱っています。 

 

図35 取扱貨物量の推移 

 

図36 H7、H22（推計）、R4 の品目別取扱貨物量  

27 年後 
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② 外貿貨物 

輸出貨物は自動車部品等を取り扱っていましたが、平成 26 年以降の取扱いはありません。

輸入貨物はロシアからの製材が大半を占めていましたが、令和 4 年を最後に貨物はなくなりま

した。原木の輸入は平成 29 年を最後に取扱いがなくなっています。 

 

図37 外貿取扱貨物量の推移 

 

 

図38 公専別輸出入別品目別取扱貨物量 
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③ 内貿貨物 

移出は主に原油、石材を取り扱っており、移入は主にコンクリート用の石灰石、原木、廃土

砂を取り扱っています。 

専用貨物の原油はスポット的に取扱いがあります。 

 

 

図39 内貿貨物の推移 

 

 

図40 公専別移出入別品目別取扱貨物量 
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(3) 船川港利用状況 

令和 4 年の施設別取扱貨物量は、15,000 トン岸壁で約 16 万トン*（石材、原木等）、7,000

トン岸壁で約 5 万トン（木材、廃土砂）、5,000 トン岸壁で約 9 万トン（国産原油）です。専

用施設では、約 26 万トン（原油）の取扱いがありました。*
四捨五入により図の合計値とならない 

ロシアによるウクライナ侵攻によって、輸入貨物はなくなっています。 

秋田国家石油備蓄基地は、世界最大級の地中式原油タンク12基と地上式タンク4基により、

約 450 万 kl の備蓄機能を持っています。 

船川港内には複数の漁船だまりがあり、男鹿市の漁業は県内の約半分を占める水揚高があり

ます。船川港は水深の浅い物揚場が多く、大型貨物船の接岸が可能な公共岸壁が限られます。 

 

図41 船川港の利用状況 
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産業・物流及び環境 

(1) 洋上風力発電産業 

① 船川港と洋上風力発電事業の位置 

船川港は基地港湾である秋田港と能代港の間に位置し、また、洋上風力発電の促進区域に指

定され、事業者が選定された「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」に近接しています。 

このことから、船川港では今後見込まれる需要として次のことが考えられます。 

 

② O&M 拠点（作業船、CTV 等）としての優位性 

秋田県沖で複数の洋上風力発電事業が計画され、県の中央に位置し、Ｏ＆Ｍ拠点として活用

が期待されています。 

船舶修理拠点を設置するための船揚場工事が進められており、完成後は日本海側北部の船舶

修理拠点として活躍が期待されます。 

洋上風力発電設備のメンテナンスや洋上風力発電作業船に携わる人材育成を目的として、総

合訓練センターが 2024 年 4 月に開設され、男鹿海洋高校の潜水用プールで安全訓練等が行わ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図42 船揚場と総合訓練センター  

ⅰ 洋上風力発電施設の建設時 

 建設資材の搬出入など、一般海域における洋上風力発電事業の選定事業者による活用 

ⅱ 洋上風力発電施設の運用・保守（※Ｏ＆Ｍ）時 

 多様な交換部品や資材等の保管場所として、またＯ＆Ｍ拠点等としての活用 

ⅲ 陸上風力発電施設の運搬・リプレース時 

 日本最大の発電導入量（64.6 万 kW）を誇る秋田県の陸上風力発電所の更なる事業化とリプレースを支

える拠点としての活用 

ⅳ 洋上風力発電施設の大型化への対応時 

 風車の大型化、発電所の大規模化 に対応した海外メーカーを含めた風車製造拠点としての活用 

ⅴ 洋上風力発電における浮体式風車の導入時 

静穏かつ一定の深度を持つ広大な水域活用した、浮体式風車の部材保管、 基礎的な組立・設置（輸送・

施工）を担う港湾としての活用 

 ※Ｏ＆Ｍ（Operation and Maintenance）：施設の運用管理と保守点検 
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交流・賑わい 

(1) 旅客船（クルーズ） 

竿燈・ねぶた祭クルーズとして、飛鳥Ⅱ（船川港入港最大船型）が毎年寄港しています。近

年はゴールデンウィークの日本一周クルーズとして、にっぽん丸の寄港も増えました。 

しかし、クルーズ船受入岸壁では、例年寄港する 5 万 GT 級クルーズ船の着岸に必要とされ

る岸壁規模が確保されていない状況にあります。 

 

 

図43 クルーズ船寄港回数 

 

 

図44 クルーズ船の着岸岸壁 
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(2) 観光遊覧船 

男鹿西海岸の絶景を体験する観光遊覧船が 5 月～10 月に運航しています。門前漁港を出発

し、ゴジラ岩や門前大滝、舞台島、白糸の滝、大桟橋などを眺めながら周遊し、門前漁港へ戻

ってくるコースです。 

 

図45 観光遊覧船 

 

(3) マリーナ 

男鹿半島一帯には絶好の釣りポイントが点在しており、男鹿マリーナはマリンレジャーの拠

点となっています。令和 4年 3月末の男鹿マリーナの利用率は、海上施設、陸上施設共に 52％

でした。 

 

図46 マリーナ 
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(4) みなとオアシスおが、港のイベント 

船川港では、平成 24 年にみなとオアシス船川が認定され、平成 30 年に名称をみなとオアシ

スおがに変更しました。 

みなとオアシスおがは、複合観光施設オガーレを中心施設とし、イベント会場となる男鹿マ

リーナや OGA マリンパーク、男鹿市商工会館、男鹿市民ふれあいプラザで構成されています。 

 

図47 みなとオアシスおが、イベント 
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(5) 男鹿駅周辺エリアの賑わい創出 

平成 30 年 7 月、男鹿市が整備を進めていた複合観光施設「オガーレ」が開業しました。JR

東日本はオガーレ開業に合わせて、老朽化した男鹿駅を新築し、駅前広場が整備され、駅周辺

に賑わい施設の集積が進んでいます。 

 

 

図48 駅周辺エリアの賑わい創出 
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環境 

(1) 港湾における脱炭素化の推進 

秋田県内の重要港湾（秋田港、船川港及び能代港）における脱炭素化の推進に向け、「港湾

脱炭素化推進計画」を策定します。3 港全体の協議会を 4 回開催し、令和 5 年度の取りまとめ

を目標に検討を進めています。 

カーボンニュートラル実現に向け、港湾として取組みを進める必要があります。 

 

 

図49 秋田県における港湾脱炭素化推進計画 
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(2) ブルーカーボン（藻場） 

船川港周辺は藻場が生育しやすい状況にあり、現在は金川地区にアマモ場、増川地区～鵜ノ

崎地区に海藻藻場が分布しています。 

藻場調査の結果から、船川港周辺の藻場は減少していることが確認できます。 

 

図50 ブルーカーボン（藻場） 
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防災・危機管理 

(1) 大規模地震・津波対策 

① 地震津波被害想定 

県の地震被害想定による船川港の最大震度は震度 6弱です。M8.7 程度の地震が起きた場合、

船川港全域は最大で 5～10m の浸水が想定されます。 

 

図51 秋田県地震被害想定 

 

 

図52 男鹿市ハザードマップ 
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② 大規模地震対策施設の必要性 

船川港は陸けい島である男鹿半島に位置し、内側に八郎潟の軟弱地盤帯や液状化地盤帯を抱

え、大規模な災害時には陸路による連絡が途絶える可能性があります。そのため、緊急物資輸

送等の海上輸送を行う耐震強化岸壁が必要と考えられます。 

しかし、現行の港湾計画には耐震強化岸壁等の大規模地震対策施設の計画はありません。 

 

 

③ 津波避難施設 

100 年に一度の津波にも対応できる避難施設として、高さ約

15ｍの津波避難タワーが令和 2 年 3 月に竣工しました。 

船川港は全域で浸水が想定されるため、港湾労働者等を守る

津波避難施設がさらに必要とされます。 

図53 津波避難施設 

(2) 港湾施設の老朽化 

船川港は建設後約 50 年を経過する港湾施設が存在します。直近の施設点検結果では、「主

要部材の劣化はあるが、性能低下への影響はない」と評価されています。現時点では施設性能

に影響はないものの、今後、老朽化に伴って施設性能の低下が懸念されます。 

 

 

図54 港湾施設の老朽化  

東日本大震災時の対応 

 東日本大震災時は、東北地方太平洋港湾に代わり、原料の受入れを行い重要な役割を果た

した。 
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(3) 船川港の静穏性 

船川港周辺の海域は岩礁に囲まれており、波浪が少ない

ことに加え、周辺に真山、本山が位置していることから、

日本海特有の北西季節風の吹込みを軽減させています。 

天然の良港として知られる船川港は、古くより「風待ち

港」「避難港」として利用されており、船川港の静穏性を

活かした計画が求められています。 

図55 船川港風配図 

 

  


